
独立行政法人
高齢・障害・求職者
雇用支援機構

障害者雇用調整金の支給
1人当たり月額29,000円（※１）

報奨金の支給
1人当たり月額21,000円（※２）

在宅就業障害者特例調整金の支給

在宅就業障害者特例報奨金の支給

各種助成金の支給

⚫常用雇用労働者の総数が100人を超えており、
対象障害者（注）数が法定雇用障害者数を超えて
いる事業主に対し、申請に基づき支給（11ページ
参照）

⚫常用雇用労働者の総数が100人以下で、対象
障害者数が一定数を超えている事業主に対し、
申請に基づき支給（12ページ参照）

⚫在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告
事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、
申請に基づき支給（14ページ参照）

⚫在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請
対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた
額を、申請に基づき支給（15ページ参照）

○常用雇用労働者の総数が
100人を超える事業主は、

●法定障害者雇用率を達成して
 いる場合も申告が必要

●法定雇用障害者数を下回って
いる場合は、申告とともに納付

 金の納付が必要

●毎年度、納付金の申告が必要

⚫障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために
職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基
づき費用の一部を助成

調整金

納付金
法定雇用障害者数を
下回っている事業主

法定雇用障害者数を
超えている事業主

法定雇用障害者数

雇用している身体、知的、精神障害者の数

障害者雇用納付金の徴収

障害者雇用納付金制度とは
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされる
ことが多く、経済的負担を伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とで
はその経済的負担に差が生じることとなります。
障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同し
て果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的
負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇
用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

◆障害者雇用納付金制度の概要

常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主

１人当たり月額
５０，０００円

1

 令和８年度 障害者雇用納付金と障害者雇用調整金等の申告申請・納付期限は、

令和８年４月１日 ～ ５月１５日 となります。
※ 障害者雇用調整金等の支給金は、申請期間を過ぎた申請に対しては支給できません。
※ 年度（令和８年４月～令和９年３月）の中途で事業を廃止した場合（吸収合併等含む）は、廃止した日から４５日以内に申告申請が

 必要です。

(注)対象障害者・・・雇用している障害者のうち、障害者雇用納付金・障害者雇用調整金・報奨金の申告申請対象となる障害者。

(※１)支給対象人数が年120人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が１人月額23,000円となる。
(※２)支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分への支給額が１人月額16,000円となる。
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